












－７－

［ 追加情報 ］

  1. 税効果会計        …… 繰延税金資産は将来の回収可能性を考慮して計上しておりません。

  2. 「地方税法等の一部を改正する法律」が平成15年3月31日に公布され、法人事業税に外形標準課税制度

     が導入されたことに伴い、繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれる

     ものに限る。）に使用する法定実効税率を40.9％から39.5％に変更しております。

     この税率の変更により、土地再評価に係る繰延税金負債が21百万円減少し、土地再評価差額金が同額

     増加しております。

  3. 当事業年度より連結納税制度を適用しております。

 貸借対照表の注記 

   当     期                前
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